
市民説明会 

‐持続可能なまちの実現へ‐ 

立地適正化計画検討の進め方について 

     

宮古市 都市整備部 
 都市計画課 

三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」 
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本日の内容 

１ 計画検討に至る経緯 

   復興の取組み ～ 社会環境の変化  

２ まちづくりの取組み 

   都市計画マスタープラン 

     ～ 立地適正化計画とは ～ 策定の進め方 

三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」 
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１ 計画検討に至る経緯 

三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」 
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 復興の取組み 

岩泉町 

山田町 

遠野市 

盛岡市 

川井地区 

新里地区 

津軽石地区 重茂地区 

田老地区 

崎山地区 

花輪地区 

宮古地区 

国道340号 
(8.6km) 

国道340号 
(7.4km) 

宮古盛岡横断道路 
区界~簗川～宮古~箱石 

(52.7km) 

三陸沿岸道路 
山田~宮古南～田老~岩泉 

(45.8km) 

北部環状線 
(3.6km) 

重茂半島線 
(13.4km) 

復興 
市街地整備 

87ha(100%) 

災害 
公営住宅整備 

766戸(100%) 

復興 
道路整備 

143km(100%) 
海岸保全施設 

防潮堤 

14km(100%) 
水門等 

44基(98%) 
復興の基盤整備事業は概ね完了 
一方で 
人口減少や高齢化等が進行 

111戸 

24戸 

116戸 

128戸 

137戸 

197戸 

49戸 

4戸 

防災集団移転促進事業・・・・・・・36.5ha 5地区 

土地区画整理事業・・・・・・・・・・・42.8ha 2地区 

津波復興拠点整備事業・・・・・・・  2.8ha 2地区 

漁業集落防災機能強化事業・・・  5.1ha 7地区 
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出典：国立社会保障・人口問題研究所 平成30年（2018年）推計 

人口減少が進行 

推計 
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 高齢化率の推移 

高齢化が進行 

出典：国勢調査 

推計 
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 生活利便性の低下 

7 

人口が減少すると、お店や病院など、生活に必要な施設が減ってしまう可能性があります。  

また、空き家の増加や、人通りが少なくなるなど、賑わいが失われてしまうかもしれません。  

車の運転が不安
になってきた・・・ 

まちの病院に通いたくて
もなかなか行けない・・・ 

まちの人通りが少
なくなて寂しい・・・ 

近くのスーパー
が閉店してる！ 

空き家が増
えてきた・・・ 

学校の生徒が
減ってきた・・・ 

お客さんが減っ
てきたからお店を
閉めようかな・・・ 



 公共交通の弱体化 

公共交通は、高齢者や免許を持たない人の重要な交通手段です。 

人口減少などにより、公共交通の利用者が減少すると・・・ 

出典：第2期 宮古市公共交通網形成計画 P.46 

鉄道・バスの減便や路線の廃止といった 

サービスの低下に繋がり、買い物・通院が困難になります。 

収益性が悪化し 

その結果 

悪循環が加速する 

危険性があります。 

さらに 

8 

4 

お客さんが少なく 
維持が出来ない・・・ 

買い物 通院 



 都市機能の維持に必要な概ねの人口規模 

現在 

推計 
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 人口減少と高齢化によって起こる課題 

※ 様々な課題の発生が見込まれるため、それらに対応したまちづくりが必要。 
10 
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介護負担 
の増大 

社会保障費 
の増大 

現役世代の 
負担増 働き手の 

減少 

交通弱者 
の増加 

地域活力 
の低下 

店舗等の 
撤退 

公共交通の 
撤退 

人通りの 
減少 

税収の減少 

空き家・空き地 
の増加 

地域コミュニティ 
の機能低下 

人口減少によって起こる課題 高齢化によって起こる課題 



■ 都市の生活を支える機能の低下 

■ 地域経済の衰退 

■ 厳しい財政状況 

□ 生活利便性の維持・向上等 

□ 地域経済の活性化 

□ 行政コストの削減等 

 国が推進するまちづくりについて 

市でも、このようなまちづくりの取組みについて検討します。 11 

都市が抱える課題 
コンパクトシティ化による 

主な効果 

 

生活サービス機能と 
居住を集約・誘導し、 

人口を集積 

 

まちづくりと連携した 
公共交通ネットワークの 

再構築 

〇 人口減少・高齢化の進行 
〇 拡散した市街地 

都市を取り巻く状況 

公共交通 

生活サービス 
居住 



２ まちづくりの取組み 

三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」 
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 宮古市都市計画マスタープラン：都市計画法 第18条の2 

市では、市町村合併に伴う市域の拡大や東日本大震災からの復興事業に伴う 

都市構造の急激な変化、人口減少・高齢化の進行などにより社会環境が大きく変化しているこ

とから、平成30年9月に都市計画マスタープランを策定しなおしています。 

資料：宮古市都市計画マスタープラン P.1 13 



 将来都市構造 

中心拠点 

地域拠点 

生活拠点 

資料：宮古市都市計画マスタープラン P.50 

宮古駅周辺・宮古港出崎周辺地区において、魅力と賑わいある拠点形成を目指します。 

田老・津軽石地区において、各地域における生活サービス機能等の強化を目指します。 

新里・川井地区の中心部等において、地域住民等が集う個性と魅力ある生活拠点の形成を目指します。 

都市・ 
地域連携軸 

円滑な交通・輸送の機能強化や公共交通サービスの維持・増進を図り、各地域の活性化を目指します。 

加えて、コンパクトに誘導・連携するまちづくりが必要。 
14 
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 立地適正化計画とは：都市再生特別措置法 第81条 

〇立地適正化計画は、都市計画区域が指定されている市町村において、用途地域の範囲に 

  居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め、多極ネットワーク型のコンパクトなまちづくりを推進。 

用途地域 

居住誘導区域 

 居住を誘導し、 

 人口密度を維持するエリアを設定 

都市機能誘導区域 

 生活サービスを誘導するエリアと 

 そのエリアに誘導する施設（誘導 

 施設）を設定 

誘導施設 

 医療・福祉・子育て・商業等 

公共交通 

 都市機能誘導区域にアクセスしやすくする公共交通体系を構築 

 ※ 別に定める地域公共交通計画で位置づけ 15 



公共交通 

 都市機能誘導区域にアクセスしやすくする公共交通体系を構築 

 ※ 別に定める地域公共交通計画で位置づけ 

居住誘導区域 

 居住を誘導し、 

 人口密度を維持するエリアを設定 

都市機能誘導区域 

 生活サービスを誘導するエリアと 

 そのエリアに誘導する施設（誘導 

 施設）を設定 

誘導施設 

 医療・福祉・子育て・商業等 
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 立地適正化計画とは：都市再生特別措置法 第81条 

〇立地適正化計画は、都市計画区域が指定されている市町村において、用途地域の範囲に 

  居住誘導区域と都市機能誘導区域を定め、多極ネットワーク型のコンパクトなまちづくりを推進。 

8 

用途地域 



 立地適正化計画の対象区域 

全体図 

田老地区 

宮古地区 

八木沢 
宮古短大駅 

田老新駅 

宮古駅 
千徳駅 

花原市駅 

津軽石駅 

払川駅 

磯鶏駅 

田老新駅 

八木沢 
宮古短大駅 

宮古駅 

千徳駅 

磯鶏駅 

山口団地駅 

山口団地駅 
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宮古市域 

都市計画区域 

用途地域 

盛岡市 

遠野市 

山田町 

岩泉町 

  

 検討の対象区域 

18 

資料：宮古市都市計画マスタープラン P.4 

立地適正化計画の対象となる区域は、沿岸の中心地域の都市計画区域内です。 

しかし、その周辺の都市計画区域外には農山漁村地域が広がり、市域全体で持続可能なまち

づくりを実現するためには、農山漁村地域と中心地域が連携を図ることが重要です。 

そこで、検討の対象は都市計画区域外を含めた市全域とし、 

都市計画区域外でも市独自の区域設定を行うことを検討します。 
9 



公共交通 

 都市機能誘導区域にアクセスしやすくする公共交通体系を構築 

 ※ 別に定める地域公共交通計画で位置づけ 

居住誘導区域 

 居住を誘導し、 

 人口密度を維持するエリアを設定 

都市機能誘導区域 

 生活サービスを誘導するエリアと 

 そのエリアに誘導する施設（誘導 

 施設）を設定 

誘導施設 

 医療・福祉・子育て・商業等 
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 市独自の区域 

用途地域 

市独自の区域 

 地域毎の特性を考慮した市独自エリアの設定を検討 

市独自の区域 



 立地適正化計画の位置づけ 

都市分野 

  都市計画 
  マスタープラン 

立地適正化計画 

環境分野 

防災分野 

交通分野 

産業分野 

環境基本計画 
再生可能エネ
ルギービジョン 

・・・・・ 

地域公共交通
網形成計画 

産業立市 
ビジョン 

・・・・・ 

国土強靭化 
地域計画 

地域防災計画 ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ 

宮古市 
総合計画 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第81条の規定に基づき市町村が作成する計画で、

策定すると都市計画マスタープランの一部としてみなされます。 20 
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 立地適正化計画の検討体制 

庁内検討委員会 

（ 市関係部署：係長等 ） 

【 実務的な検討 】 

協 議 会 

（ 学識 + 市民の代表 + 各分野の代表 + 市職員：課長等 ） 

【 計画に係る協議 】 

 

提言・助言 

有識者会 

（ 学識 + 市職員:部長等 ） 

【 計画に関する助言・提言 】 

分科検討委員会 

（ 必要に応じて編成 ） 

【 特化する内容の検討 】 

事務局 

（ 都市計画課 + ㈱エイト日本技術開発 ） 

【 計画内容の検討・整理 】 

検討の中心 

〇 市だけで検討するのではなく、市民の皆様と一緒に検討します。 

〇 様々な課題に対応するため、各分野と連携し検討します。 

〇 計画内容の正当性を確保するため、有識者の意見を聞き検討します。 

連携 

連携 

21 



意見交換 
（市民の皆様） 

ステップ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

専門的検討 
（有識者会） 

計画検討 
（協議会） 

検討着手 

現状と課題の確認・抽出 

目的・目標の設定 
基本方針の検討 

目標実現のための 
手段の検討 

計画案の比較評価 

計画案の作成 

 検討の進め方 

広
報
誌
・ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
情
報
の
公
開
・意
見
の
募
集 

講演会 

説明会 

ｱﾝｹｰﾄ調査 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

ﾊﾟﾈﾙ展 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査 

有識者会による 
専門的な検討 

令和4年12月 
～令和5年3月 

令和6年3月 

令和4年7月8日 

意見聴取 （都市計画審議会） 

令和4年7月 

令和4年8～12月 

令和5年4～10月 

令和5年10月 
～令和6年2月 

令和4年7月20～31日 

22 計画決定 （宮古市） 
11 



 スケージュール：直近 
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 〇 市民説明会 

日にち 時 間 場   所 

7月20日(水)  

18：30～20：00 

 崎山公民館 多目的ホール 

7月21日(木)   市民交流センター ２階 多目的ホール 

7月22日(金)   田老公民館 ２階 大会議室 

7月25日(月)   津軽石公民館 多目的ホール 

7月26日(火)   新里福祉センター １階 和室 

7月27日(水)   川井生涯学習センター ２階 ホール 

7月28日(木)   重茂公民館 促進ホール 

7月29日(金)   花輪農村文化伝承館 多目的ホール 

7月31日(日)  13：30～15：00  市民交流センター ２階 多目的ホール 

 ◆日時・場所  （市内８会場、下表のとおり） 

 ◆内容 計画検討の進め方や立地適正化計画の概要などについて 



三陸復興国立公園「浄土ヶ浜」 
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 問合せ先 

宮古市 都市整備部 

都市計画課 まちづくり推進係 

担当 ： 花坂 、 高屋敷 、 中野 

TEL : 0193-62-2111 直通 68-9105 


